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１ 自主講座とは 
市民センターにおいて、趣味や教養等を継続的に学習するため、市民が主体的に設立し、

運営していく講座を自主講座といいます。 

団体の構成員のことを「会員」といい、団体が定める規約のことを「会則」といいます。 

 

２ 自主講座団体になると 
⑴ 毎年度、登録した市民センターに限り、週・曜日・部屋指定で１コマ（延長含む）を 

月２回まで優先的に予約できます。 

⑵ 市内にある市民センターの使用料が半額になります。 

⑶ 市ホームページの自主講座団体一覧に情報が掲載されます。 

⑷ 各団体で作成した会員募集チラシを全市民センターに置くことができます。 

 

３ 登録の要件 
⑴ 会員が申請時点において５人以上であること。 

⑵ 会員のうち半数以上が市内に在住、在勤又は在学していること。 

⑶ 代表者を互選により決定し、会則を定めていること。 

⑷ 当該団体への加入及び脱退の自由が保障されていること。 

⑸ 市民が活動の主体であり、指導者又は講師が主体となっていないこと。 

⑹ 家元制・流派の枠内での活動ではないこと。 

⑺ 名称に家元、流派、指導者又は講師を類推させる字句を使用しないこと。 

⑻ 営利を目的とするものでないこと。 

⑼ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする

ものでないこと。 

⑽ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでな

いこと。 

⑾ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがないこと。 

 

４ 新規登録手続 
新規登録を希望する場合は、登録申請書を提出してください。登録通知が来たら、施設利

用予約及び使用料の支払いを行ってください。 

●登録時提出書類：登録申請書 

会則 

会員名簿 

市民センター利用計画表 

●年度末提出書類：事業実績報告書（最後の講座から２週間以内） 

  

3



５ 登録更新手続 
自主講座の登録は年度ごとに行います。登録の更新を希望する場合、期限までに市民セン

ターの案内に従って手続きを済ませてください。 

●登録時提出書類：登録更新申請書 

会則 

会員名簿 

市民センター利用計画表 

●年度末提出書類：事業実績報告書（最後の講座から２週間以内） 

 

６ 活動に関する注意 
⑴ 活動内容は、何について学ぶ講座なのかわかりやすく記載してください。 

⑵ 見学者や体験者を積極的に受け入れ、新規会員募集に努めてください。 

⑶ 各種法令を順守してください。 

⑷ 保険については、全市民センターで「公民館総合補償制度」の「行事傷害補償制度Ｓ型」

に加入しています。ホームページで内容をご確認いただき、各団体で他の保険に追加加入

する必要があるかご検討ください。 

●公民館総合補償制度 https://kominkan.or.jp/03hoken01.html 

また、事故があった際には改めて名簿の提出を求めることがあります。速やかに提出し

ていただけなかった場合は保険が効かないおそれがありますので、必ず作成しておき、市

が提出を求めた際は速やかに提出してください。 

⑸ 利用後は清掃・整理整頓を行い、室内を原状回復してください。 

⑹ 準備開始から清掃・整理整頓終了までを利用時間内におさめてください。 

⑺ 自主講座の運営責任者は団体の代表者です。講師が運営の中心とならないようにしてく

ださい。 

⑻ 自主講座団体会員募集の記事を市政だより３月号に掲載する予定です。市政だよりには

個々の団体名は掲載されませんが、併せて更新する市ホームページには個々の団体名を掲

載いたします。 

 なお、市政だよりの街角情報ＢＯＸへは掲載できません。各自主講座団体から広報課へ

市政だよりへの掲載依頼はしないでください。 

⑼ 優先予約分の使用料は、初回の講座実施日から１カ月以内にお支払いください。釣銭が

出ないよう、ご協力ください。 

⑽ 施設利用に係る申請書等の受付時間は午前９時から午後５時までです。 

 

７ 条例改正に伴う措置について 
⑴ 令和８年４月から全市民センター使用料を改定します。令和８年３月 31 日までに承認さ

れた利用申請や変更申請は、改定前の額が適用されます。令和８年４月１日以降は、優先

予約の変更を含め改定後の額が適用されますのでご了承ください。 

⑵ 中央市民センターと南部市民センター分館の廃止に伴い、この２館は令和９年３月以降

ご利用いただけません。この２館に登録する団体については、３月分代替として指定した

週・曜日にかかわらず、２コマまでの優先予約を受け付けます。 
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８ 昨年度からの変更点 
⑴ 代表者と連絡先担当者を別々にお聞きしていましたが、ほぼすべての団体で代表者が連

絡先となっているため、連絡先を代表者に統一させていただきます。 

⑵ 会則を提出していただくのは変更があった団体のみとしていましたが、変更があっても

提出していない団体が確認されたため、変更が無くても全団体で提出していただきます。 

⑶ その他各様式を変更いたします。 

 

９ よくある質問 
 施設利用関係  
Ｑ１  優先予約に加えて施設を利用したいときはどうしたらよいか。 

Ａ１  利用の３か月前の月初めから予約可能です。「自主講座団体登録通知書」をご持参の

うえ、窓口で手続きを行ってください。ただし４～６月分の追加予約が可能になるの

は同年３月１日からです。 

 

Ｑ２  予約した利用日を変更したい。 

Ａ２  変更後の利用日３か月前の月初めから手続き可能です。一般の利用に準じて変更の

手続きをしてください。 

 

Ｑ３  一度変更した利用予約を、再度変更したい。 

Ａ３  予約の変更は一度までしかできません。 

 

Ｑ４  １か月先の予約を、６か月先の日程に変更することはできるか。 

Ａ４  できません。変更で新たに押さえられる日程も、新規予約と同じく向こう３か月ま

でです。 

 

Ｑ５  講座を中止したため、使用料を還付してほしい。 

Ａ５  利用の５日前までに窓口で還付の手続きを完了させていただければ還付します。た

だし、一度変更した予約については還付が受けられません。 

 

Ｑ６  台風などにより講座を中止したとき、予約変更または使用料還付はできるか。 

Ａ６  講座当日に暴風警報が出ている場合または岡崎市が当該施設を閉鎖する場合のみ当

日変更及び２度目の変更が可能です。電話で市民センターに変更する旨をお知らせい

ただき、後日速やかに変更の申請をしてください。使用料の還付は通常の手続き以外

では受けられません。 

 

Ｑ７  優先予約で第５週を予約することはできるか。 

Ａ７  できません。 
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Ｑ８  優先予約で２部屋を予約することはできるか。 

Ａ８  通常の部屋はできませんが、一体利用を想定している一部の部屋は可能です。市民

センターにお問い合わせください。 

 

Ｑ９  電源コンセントは部屋の使用料に含まれているか。 

Ａ９  別途使用料が必要です。 

●放送設備（電源を含む）：１コマ１式 270 円／電源：１コマ１個 50 円 

 

Ｑ10  予約枠の時間のうち半分の時間しか使用しない場合、使用料はさらに半額になるか。 

Ａ10  なりません。 

 

Ｑ11  延長となる可能性がある場合はどうしたらよいか。 

Ａ11  ５日前までに延長を含めて予約していただければ、延長料金も半額でご利用いただ

けます。ただし、当日早く終わった場合でも、延長料金の還付はできません。 

 

Ｑ12  利用日当日に延長利用を申し出ることは可能か。 

Ａ12  できません。５日前の午後５時までに手続きを行ってください。 

 

Ｑ13  ９時 30 分～12 時 30 分で使いたいときはどうしたらよいか。 

Ａ13  午前の予約枠は９時～12 時ですので、後延長（12 時～13 時）を含めて予約してくだ

さい。 

 

 団体運営関係  
Ｑ14  講師を置かず、会員同士の相互指導を行う講座団体として登録できるか。 

Ａ14  講師のいない活動は、自主講座として認められません。また、講師は会員となれま

せん。 

 

Ｑ15  講師料の金額には定めがあるか。 

Ａ15  ありません。講師と協議して決めてください。 

参考：Ｒ８市民センター講座講師料 6,800 円/回 

 

Ｑ16  申請時点で新規会員を入れる余裕がないが、どうしたらよいか。 

Ａ16  より多くの受講者を受け入れられる部屋に変更する、団体を２つに分割するなどの

方策を講じていただきたいです。 

 

Ｑ17  初心者と上級者では一緒に受講しづらいので、新規会員の応募があった際にその人

のレベルによって選考してもよいか。 

Ａ17  あらかじめ会員募集チラシに条件を書くなど、受講希望者にどの程度のレベルの人

を求めているかを知らせていただければ結構です。 
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Ｑ18  申請時点では会員数５名を下回っているが、新規会員を募集して５名を越える見込

みである場合、自主講座団体の登録はできるか。 

Ａ18  申請時に５名いない場合は登録できません。 

 

Ｑ19  会員数５名で登録を受けたが、年度途中で１名脱退し、会員数４名となった。その

時点で自主講座団体ではなくなるのか。 

Ａ19  年度途中で５名を下回ることになってもその時点で登録を取り消すことはありませ

ん。ただし、登録更新時に５名に満たない場合は更新することができません。 

 

Ｑ20  会員が途中でやめた場合の会費は？ 

Ａ20  会則で返金あり・なしを定めるなど各団体にお任せします。 

 

Ｑ21  複数の市民センターに登録申請できるか。 

Ａ21  できません。 

 

Ｑ22  会が大きくなったため、団体を２つに分けて２つ目の団体の登録申請をしてもよい

か。 

Ａ22  可能です。ただし、会員の半数以上が同一で、同じような内容の学習を行う場合は

同一団体とみなすため、この場合は申請できません。 

 

Ｑ23  登録内容に変更があったときはどうすればよいか。 

Ａ23  「自主講座団体登録変更届」を提出してください。なお、会員の加入脱退について

は変更届を出していただく必要はありません。 

 

Ｑ24  変更届に活動内容の欄がないが、変更があった時はどうすればよいか。 

Ａ24  定義上、その活動内容を目的として立ち上げていただいた団体ですので、活動内容

の変更を想定していません。講師都合による活動内容の変更等は講師の変更で対応し

ていただくか、登録取消のうえ新規登録申請等で対応をお願いいたします。 

 

 その他  
Ｑ25  講座で作成中の作品や、講座で使用する道具を市民センターで保管してほしい。 

Ａ25  原則として作品や道具につきましては、市民センターでお預かりすることはできま

せん。 
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Ｒ８年３月まで 使用料一覧（この金額は正規の使用料です。この金額の1/2相当が自主講座団体の使用料です。） R1.10改正

施設名 室名称 午前 午後 夜間 延長 施設名 室名称 午前 午後 夜間 延長

体育室 2,850 3,400 3,190 650 体育集会室 2,850 3,400 3,190 650

第１集会室 1,310 1,860 1,880 340 会議室 1,310 1,860 1,880 340

第２集会室 1,310 1,860 1,880 340 第１和室 650 980 1,130 190

第３集会室 980 1,310 1,590 290 第２和室 650 980 1,130 190

和室 1,260 1,800 1,830 330 第３和室 1,370 2,120 2,380 410

第１講習室 1,100 1,420 1,690 300 第１講習室 980 1,310 1,590 290

第２講習室 1,310 1,860 1,880 340 第２講習室 980 1,310 1,590 290

料理講習室 2,200 2,750 2,630 500 第３講習室 1,100 1,460 1,660 300

体育集会室 2,850 3,400 3,190 650 料理講習室 2,200 2,750 2,630 500

第１和室 650 980 1,130 190 体育集会室 2,850 3,400 3,190 650

第２和室 760 1,100 1,310 220 第１会議室 650 980 1,130 190

第３和室 620 910 1,050 180 第２会議室 650 980 1,130 190

第１講習室 1,310 1,860 1,880 340 第１和室 760 1,100 1,310 220

第２講習室 1,310 1,860 1,880 340 第２和室 550 760 930 160

第３講習室 1,310 1,860 1,880 340 第３和室 1,370 1,920 2,380 410

第４講習室 1,970 2,520 2,440 460 第１講習室 1,310 1,860 1,880 340

料理講習室 2,200 2,750 2,630 500 第２講習室 980 1,310 1,590 290

体育集会室 2,850 3,400 3,190 650 第３講習室 1,050 1,540 1,690 300

会議室 980 1,310 1,590 290 料理講習室 2,200 2,750 2,630 500

第１和室 550 760 930 160 体育集会室 2,850 3,400 3,190 650

第２和室 760 1,100 1,310 220 会議室 980 1,310 1,590 290

第３和室 1,220 1,670 2,060 360 第１和室 760 1,100 1,310 220

第１講習室 1,100 1,420 1,690 300 第２和室 550 760 930 160

第２講習室 1,100 1,420 1,690 300 第３和室 1,130 1,580 1,940 330

料理講習室 2,200 2,750 2,630 500 第１講習室 2,200 2,750 2,630 500

多目的室 1,740 2,140 2,250 430 第２講習室 1,310 1,860 1,880 340

体育集会室 2,850 3,400 3,190 650 第３講習室 870 1,210 1,270 220

会議室 1,100 1,420 1,690 300 料理講習室 2,200 2,750 2,630 500

第１和室 650 980 1,130 190 体育集会室 2,850 3,400 3,190 650

第２和室 650 980 1,130 190 会議室 1,310 1,860 1,880 340

第３和室 1,160 1,790 2,000 340 第１和室 550 760 930 160

第１講習室 1,100 1,420 1,690 300 第２和室 550 760 930 160

第２講習室 1,100 1,420 1,690 300 第３和室 1,690 2,260 2,820 490

料理講習室 2,200 2,750 2,630 500 第１講習室 1,310 1,860 1,880 340

第２講習室 960 1,330 1,400 250

料理講習室 2,200 2,750 2,630 500

利用時間区分 附属設備使用料表

　　午前 ： 　９：００～１２：００（３時間） 午前 午後 夜間

　　午後 ： １３：００～１７：００（４時間） 550 550 550

　　夜間 ： １８：００～２１：００（３時間） 100 100 100

　　延長 ： １２：００～１３：００ 又は １７：００～１８：００（１時間） ※放送設備及び電源の延長分は考慮しない。

【使用料算出方法例】

◆１部屋を通常の区分で使用する場合

（例）中央の第３集会室を９時から１２時まで使用

◆１部屋と附属設備を通常の区分で使用する場合

（例）南部分館の会議室と電源１個を９時から１２時まで使用

◆１部屋のみを通常の利用区分から延長して使用する場合

（例）大平の会議室を９時から１３時まで使用

◆１部屋と附属設備を通常の利用区分から延長して使用する場合

◆２部屋続きで利用できる２部屋と附属設備を通常の利用区分で使用する場合

（例）岩津の第１・第２会議室と電源１個を９時から１２時まで使用

：２部屋続きで利用できる部屋です。
　２部屋で１コマとして利用できます。なお、
　間仕切りの開放・復旧は自主講座団体にお願い
　しますのでご了承ください。

（午前利用分650円×1/2）＋（午前利用分650円×1/2）＋
（電源100円×1/2）
→320円（10円未満切捨）＋320円（10円未満切捨）＋50円
＝690円

中央市民
センター 東部市民

センター

南部市民
センター
（シビック）

岩津市民
センター

南部市民
センター
（分館）

矢作市民
センター

放送設備（１式につき）

電源（１個につき）

大平市民
センター

六ツ美市民
センター

区分

（例）東部の料理講習室と電源１個を９時から１３時まで使用

（午前利用分2,200円×1/2）＋（延長利用分500円×1/2）

＋（電源100円×1/2）

＝1,100円＋250円＋50円＝1,400円

 （980円×1/2）＋（100円×1/2）＝540円

 980円×1/2＝490円

（午前利用分1,100円×1/2）＋（延長利用分300円×1/2）

＝550円＋150円

＝700円
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Ｒ８年４月以降 使用料一覧（この金額は正規の使用料です。この金額の1/2相当が自主講座団体の使用料です。） R7.10改正

施設名 室名称 午前 午後 夜間 延長 施設名 室名称 午前 午後 夜間 延長

体育室 4,350 5,190 4,870 990 体育集会室 4,350 5,190 4,870 990

第１集会室 1,960 2,790 2,820 510 会議室 1,960 2,790 2,820 510

第２集会室 1,960 2,790 2,820 510 第１和室 970 1,470 1,690 280

第３集会室 1,100 1,660 1,800 320 第２和室 970 1,470 1,690 280

和室 1,830 2,500 3,090 540 第３和室 1,830 2,500 3,090 540

第１講習室 1,650 2,130 2,530 450 第１講習室 1,470 1,960 2,380 430

第２講習室 1,960 2,790 2,820 510 第２講習室 1,470 1,960 2,380 430

料理講習室 3,300 4,120 3,940 750 第３講習室 1,470 1,960 2,380 430

体育集会室 4,350 5,190 4,870 990 料理講習室 3,300 4,120 3,940 750

第１和室 1,140 1,650 1,960 330 体育集会室 4,350 5,190 4,870 990

第２和室 1,140 1,650 1,960 330 第１会議室 1,100 1,660 1,800 320

第３和室 1,140 1,650 1,960 330 第２会議室 1,100 1,660 1,800 320

第１講習室 1,960 2,790 2,820 510 第１和室 1,140 1,650 1,960 330

第２講習室 1,960 2,790 2,820 510 第２和室 820 1,140 1,390 240

第３講習室 1,960 2,790 2,820 510 第３和室 2,050 2,880 3,570 610

第４講習室 2,950 3,780 3,660 690 第１講習室 1,650 2,130 2,530 450

料理講習室 3,300 4,120 3,940 750 第２講習室 1,300 1,810 1,900 330

体育集会室 4,350 5,190 4,870 990 第３講習室 1,470 1,960 2,380 430

会議室 1,300 1,810 1,900 330 料理講習室 3,300 4,120 3,940 750

第１和室 970 1,470 1,690 280 体育集会室 4,350 5,190 4,870 990

第２和室 1,140 1,650 1,960 330 会議室 1,300 1,810 1,900 330

第３和室 1,830 2,500 3,090 540 第１和室 1,140 1,650 1,960 330

第１講習室 1,650 2,130 2,530 450 第２和室 820 1,140 1,390 240

第２講習室 1,650 2,130 2,530 450 第３和室 2,050 2,880 3,570 610

料理講習室 3,300 4,120 3,940 750 第１講習室 2,950 3,780 3,660 690

多目的室 2,610 3,210 3,370 640 第２講習室 1,960 2,790 2,820 510

体育集会室 4,350 5,190 4,870 990 第３講習室 1,300 1,810 1,900 330

会議室 1,470 1,960 2,380 430 料理講習室 3,300 4,120 3,940 750

第１和室 970 1,470 1,690 280 体育集会室 4,350 5,190 4,870 990

第２和室 970 1,470 1,690 280 会議室 1,960 2,790 2,820 510

第３和室 1,830 2,500 3,090 540 第１和室 820 1,140 1,390 240

第１講習室 1,470 1,960 2,380 430 第２和室 820 1,140 1,390 240

第２講習室 1,470 1,960 2,380 430 第３和室 2,050 2,880 3,570 610

料理講習室 3,300 4,120 3,940 750 第１講習室 1,960 2,790 2,820 510

第２講習室 1,300 1,810 1,900 330

料理講習室 3,300 4,120 3,940 750

利用時間区分 附属設備使用料表

　　午前 ： 　９：００～１２：００（３時間） 午前 午後 夜間

　　午後 ： １３：００～１７：００（４時間） 550 550 550

　　夜間 ： １８：００～２１：００（３時間） 100 100 100

　　延長 ： １２：００～１３：００ 又は １７：００～１８：００（１時間） ※放送設備及び電源の延長分は考慮しない。

【使用料算出方法例】

◆１部屋を通常の区分で使用する場合

（例）中央の第３集会室を９時から１２時まで使用

◆１部屋と附属設備を通常の区分で使用する場合

（例）南部分館の会議室と電源１個を９時から１２時まで使用

◆１部屋のみを通常の利用区分から延長して使用する場合

（例）大平の会議室を９時から１３時まで使用

◆１部屋と附属設備を通常の利用区分から延長して使用する場合

◆２部屋続きで利用できる２部屋と附属設備を通常の利用区分で使用する場合

（例）岩津の第１・第２会議室と電源１個を９時から１２時まで使用

区分

（例）東部の料理講習室と電源１個を９時から１３時まで使用

（午前利用分3,300円×1/2）＋（延長利用分750円×1/2）

＋（電源100円×1/2）

→1,650円＋370円（10円未満切捨）＋50円＝2,070円

 （1,300円×1/2）＋（100円×1/2）＝700円

 1,100円×1/2＝550円

（午前利用分1,470円×1/2）＋（延長利用分430円×1/2）

→730円（10円未満切捨）＋210円（10円未満切捨）

＝940円

：２部屋続きで利用できる部屋です。
　２部屋で１コマとして利用できます。なお、
　間仕切りの開放・復旧は自主講座団体にお願い
　しますのでご了承ください。

（午前利用分1,100円×1/2）

＋（午前利用分1,100円×1/2）＋（電源100円×1/2）

＝550円＋550円＋50円＝1,150円

中央市民
センター 東部市民

センター

南部市民
センター
（シビック）

岩津市民
センター

南部市民
センター
（分館）

矢作市民
センター

放送設備（１式につき）

電源（１個につき）

大平市民
センター

六ツ美市民
センター
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日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2 3

5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24

26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

24 25 26 27 28 29 30 29 30

31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12

14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26

28 29 30 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

23 24 25 26 27 28 29 28

30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 18 19 14 15 16 17 18 19 20

20 21 22 23 24 25 26 21 22 23 24 25 26 27

27 28 29 30 28 29 30 31

XX ：開館時間９：００～２１：００

XX ：開館時間９：００～１７：００（夜間の利用区分なし）

XX ：市民センター休館日

令和８年度 市民センター開館日カレンダー

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月
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岡崎市市民センター自主講座実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市民センターの有料施設を利用して、市民自らが

生涯学習活動として継続して運営する講座（以下「自主講座」とい

う。）の実施に関し必要な事項を定めることにより、自主講座を運営す

る団体（以下「自主講座団体」という。）の健全な活動を支援するとと

もに、自主講座団体相互の連携及び友好を図り、もって地域社会にお

ける生涯学習活動の発展に寄与することを目的とする。 

（要件） 

第２条 自主講座団体は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 

⑴ 構成員が申請時において５人以上であること。 

⑵ 構成員のうち半数以上の者が市内に在住、在勤又は在学している

こと。 

⑶ 代表者を互選により決定し、規約又は会則を定めていること。 

⑷ 当該団体への加入及び脱退の自由が保障されていること。 

⑸ 市民が活動の主体であり、指導者又は講師が主体となっていない

こと。 

⑹ 家元制・流派の枠内での活動ではないこと。 

⑺ 名称には、家元、流派、指導者又は講師を類推させる字句を使用

しないこと。 

⑻ 営利を目的とするものでないこと。 

⑼ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するこ

とを主たる目的とするものでないこと。 

⑽ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主た

る目的とするものでないこと。 

⑾ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがないこと。 

（登録申請） 

第３条 初めて自主講座団体の登録を受けようとする団体の代表者は、

自主講座団体登録申請書に会則その他の関係書類を添えて、市長に提

出しなければならない。 

２ 既に登録を受けている自主講座団体の代表者は、自主講座団体登録

更新申請書及びその他の関係書類のうち変更があったものを添えて市
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長に提出することにより登録の更新を受けることができる。 

（登録） 

第４条 市長は、前条に規定する申請書及び更新申請書の提出があった

ときは、その内容を審査し、適当と認める団体を自主講座団体として

登録するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該団体の

代表者に通知するものとする。 

３ 自主講座団体の登録は、年度ごとに行うものとする。 

（登録内容の変更等） 

第５条 前条第１項の規定により登録を受けた自主講座団体は、第３条

の申請内容に変更があったときは、速やかに、自主講座団体登録変更

届に変更後の内容を記載した書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。ただし、岡崎市市民センター条例（令和元年岡崎市条例第26

号。以下「条例」という。）第８条の規定による変更の承認を受けた事

項については、この限りでない。 

（登録の取消し） 

第６条 市長は、自主講座団体が、第２条に規定する要件に該当しなく

なったときその他自主講座団体としてふさわしくないと認めるとき

は、その登録を取り消すことができる。 

２ 自主講座団体は、自主講座団体登録取消申請書を市長に提出するこ

とにより、登録の取消しを求めることができる。 

（優先予約） 

第７条 自主講座団体は、活動拠点となる市民センターにおいて、登録

を受けた年度に限り、月２回を限度として、優先的に施設の利用の予

約をすることができる。 

（予約の変更又は取消し） 

第８条 市長は、市の機関が主催又は共催する事業が当該市民センター

において行われるときは、前条の規定による予約を変更し、又は取り

消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により自主講座団体の予約を変更し、又は取り

消したときは、速やかにその旨を当該団体の代表者に通知しなければ

ならない。 
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（使用料） 

第９条 自主講座団体が市民センターの施設を利用する場合の使用料

は、条例第12条に基づき、同条例別表第１及び別表第２に規定する額

の２分の１に相当する額（10円未満の端数があるときは、その端数

は、切り捨てる。）とする。 

２ 自主講座団体は、岡崎市市民センター条例施行規則（令和２年岡崎

市規則第２号）第４条の規定に基づき使用料を支払うものとする。な

お、同条ただし書きに該当する場合として、初回の講座実施日から１

箇月以内に、前項で規定する使用料の全講座分を支払うことができ

る。 

（活動報告） 

第10条 自主講座団体は、その活動に係る毎年度の実績を、登録を受け

た年度における最終の講座の実施日から２週間以内に、自主講座団体

事業実績報告書により、市長に提出しなければならない。 

（委任） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、自主講座の実施に関し必要な事

項は別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成23年１月４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成26年９月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年11月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年10月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年11月１日から施行する。 
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令和８年度 自主講座団体登録更新申請書 
 

令和 ８年 １月 ４日  

 

（宛先）岡崎市長 

代表者 住所 〒 ４４４－００００ 

 

  岡崎市康生町１－２            

 

氏名   富士 太郎                

 

岡崎市市民センター自主講座実施要綱第３条第２項の規定に基づき、下記のとおり

自主講座団体登録の更新を申請します。 

記 

１ 更新内容 

※変更がある場合のみ該当項目の□に✓を打ち、「更新後」欄に記入してください。 

変更 項目 更新前 更新後 

□ 団体名 岩津山楽会  

□ 
活動内容 

紹介 
山歩きの基礎知識を習得する。  

☑ 会員数 ５人 ６人 

□ 利用日時 第１・３土曜日午後  

□ 延長時間利用 前延長  

□ 利用場所 岩津市民センター 第１講習室  

□ 放送設備の利用 ０個  

☑ 電源の利用 １個 ２個 

☑ 

代表者氏名 富士 太郎   

代表者住所 
〒444-0000 

岡崎市康生町 1-2 
 

代表者連絡先 0564-00-0000 090-1111-1111 

□ 連絡先公表可否 可  

☑ 講師名 山脈 登 登山院 熊男 

 備考 新講師略歴 Ｒ６山脈大学 登山部監督 

【添付書類】会則、会員名簿、市民センター利用計画表   

（裏面に続く） 

講師が変わる場合は備考欄に略歴を記入してください 

（例） 

変更がない部分は 

空欄で結構です 
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２ 要件の確認 

※ 以下の要件を満たしていることを確認のうえ、□に✓を打ってください。 

※ ひとつでも✓が入らない項目がある場合は登録を更新できません。 

 

☑ 会員が５名以上である。 

☑ 会員のうち半数以上の者が市内に在住、在勤又は在学している。 

☑ 代表者を互選により決定し、規約又は会則を定めている。 

☑ 団体への加入及び脱退の自由が保障されている。 

☑ 市民が活動の主体であり、指導者又は講師が主体となっていない。 

☑ 家元制・流派の枠内の活動ではない。 

☑ 団体名に家元、流派、指導者又は講師を類推させる字句を使用していない。 

☑ 営利を目的としていない。 

☑ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目

的としていない。 

☑ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的として

いない。 

☑ 公の秩序又は善良な風俗を乱すことはしない。 

 

３ その他 

・ 登録更新申請書は１月末までに提出してください。提出が遅れた場合、通年で

の予約ができないことがあります。 

・ 添付書類が揃っていない申請や、上のチェック項目に漏れがある申請は受理で

きません。必ず全て揃えてから申請してください。 
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岩津山楽会 会則 

（名称） 

第１条 この会の名称は、「岩津山楽会」とする。 

（事務所） 

第２条 この会の事務所は、会長宅に置く。 

（目的） 

第３条 この会は、市民センターの施設を利用して学習活動をし、会員相互

の親睦を図るとともに、地域社会の発展に寄与することを目的とし、市民

センター事業への参加協力や目的達成のため必要な事業を行う。 

（事業） 

第４条 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。 

⑴ 市民センターの施設を利用して、登山の基礎知識について学ぶ。 

⑵ 市民センター事業へ積極的に参加・協力する。 

⑶ その他必要と認める活動を行う。 

（組織） 

第５条 この会は、第３条の目的に賛同する者をもって構成し、目的を達成

するため、新規受講者の受け入れを行う。 

（役員） 

第６条 本会は、次の役員を置いて運営する。 

⑴ 会 長  １名 

⑵ 副会長  １名 

⑶ 会 計  １名 

２ 役員は会員の互選により定める。 

（任期） 

第７条 役員の任期は、１年とする。但し、再任を妨げない。 

（役員の任務） 

第８条 役員の任務は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 会長は、会務を総理し、会議を招集する。 

⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

⑶ 会計は、会の会計事務を整理する。 

（例） 
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（会議） 

第９条 会議は、総会及び定例会とする。 

２ 会議は会長が招集し、その議決は出席者の３分の２以上の賛成をもって

決する。 

（経費） 

第 10 条 この会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。 

２ 会員の年会費は 10,000 円とする。ただし、必要に応じて年会費の変更及

び臨時徴収を行うことができる。 

（事業年度） 

第 11 条 この会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月末日までとする。 

（会則の改正） 

第 12 条 本会の会則は、総会において出席者の３分の２以上の賛成をもって

改正することができる。 

（入退会） 

第13条 入会又は退会をしようとする者は役員に申し出て入会又は退会をす

るものとする。 

（委任） 

第 14 条 この会則に定めるもののほか、会の運営等に関し必要な事項は、定

例会で定める。 

  

附 則 

この会則は、令和７年４月１日から施行する。 
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（例） 

令和８年度 団体名 岩津山楽会 

会員名簿 

番号 役職 氏名 住所 備考 

１ 会長 富士 太郎 岡崎市康生町１－１  

２ 副会長 北 次郎 岡崎市葵町１－２  

３  奥穂高 三郎 岡崎市青木町  

４ 会計 間 三郎 豊田市逢妻町２－１ 岡崎市在勤 

５  槍 五郎 豊田市青木町２－３  

６     

７     

８     

９     

１０     

１１     

１２     

１３     

１４     

１５     

１６     

１７     

１８     

１９     

２０     

２１     

２２     

２３     

２４     

２５     

※ この名簿は市民センターにおける自主講座団体の管理を目的として使用し、それ

以外に利用することはありません。 

ここにある記載事項が確認できれば、 

様式は変更していただいてもかまいません。 
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（例） 

令和８年度 団体名 岩津山楽会 

市民センター利用計画表 

回数 
日付 利用する 

センター 
開講時間 備考 

当初計画 変更 

１   ４月  １日    月   日 岩津 10:00-11:00  

２   ４月 １５日    月   日 〃 〃  

３   ５月  ６日    月   日 〃 〃  

４   ５月 ２０日    月   日 〃 〃  

５   ６月  ３日    月   日 〃 〃  

６   ６月 １７日    月   日 〃 〃  

７   ７月  １日    月   日 〃 〃  

８   ７月 １５日    月   日 〃 〃  

９   ８月  ５日    月   日 〃 〃  

１０   ８月 １９日    月   日 〃 〃  

１１   ９月  ２日    月   日 〃 〃  

１２   ９月 １６日    月   日 〃 〃  

１３  １０月  ７日    月   日 〃 〃  

１４  １０月 ２１日    月   日 〃 〃  

１５  １１月  ４日    月   日 〃 〃  

１６  １１月 １８日    月   日 〃 〃  

１７  １２月  ２日    月   日 〃 〃  

１８  １２月 １６日    月   日 〃 〃  

１９   １月  ６日    月   日 〃 〃  

２０   １月 ２０日    月   日 〃 〃  

２１   ２月  ３日    月   日 〃 〃  

２２   ２月 １７日    月   日 〃 〃  

２３   ３月  ３日    月   日 〃 〃  

２４   ３月 １７日    月   日 〃 〃  

２５     月   日    

２６     月   日    

２７     月   日    

２８     月   日    

 

市
民
セ
ン
タ
ー
使
用
欄
で
す
の
で
空
白
に
し
て
く
だ
さ
い 
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自主講座団体登録申請書 
 

令和 ８年 １月 ４日  

 

（宛先）岡崎市長 

代表者 住所 〒 ４４４－００００ 

 

  岡崎市康生町１－１            

 

氏名   富士 太郎                

 

電話   ０５６４－２３－３１００         

 

岡崎市市民センター自主講座実施要綱第２条に規定する要件を満たす団体として、

下記のとおり自主講座団体の登録を申請します。 

記 

１ 団体の概要 

登録センター 岩津市民センター 

団体名 岩津山楽会 

活動内容 

紹介 
山歩きの基礎知識を習得する。 

利用希望曜日 利用希望時間 延長 利用希望場所 

第１・３ 火曜日 午前・午後・夜間 不要・前延長・後延長 第１講習室 

放送設備 電源 代表連絡先公表 会員数 

０個 １個 可・不可 ５人 

講師 

講師名 登山院 熊男  

講師略歴・肩書 
H30.4 ボーイスカウト 登山指導役 

R2.4 山脈大学登山部 監督 

備考  

【添付書類】会則、会員名簿、市民センター利用計画表 

（裏面に続く） 

（例） 
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２ 要件の確認 

※ 以下の要件を満たしていることを確認のうえ、□に✓を打ってください。 

※ ひとつでも✓が入らない項目がある場合は登録を更新できません。 

 

☑ 会員が５名以上である。 

☑ 会員のうち半数以上の者が市内に在住、在勤又は在学している。 

☑ 代表者を互選により決定し、規約又は会則を定めている。 

☑ 団体への加入及び脱退の自由が保障されている。 

☑ 市民が活動の主体であり、指導者又は講師が主体となっていない。 

☑ 家元制・流派の枠内の活動ではない。 

☑ 団体名に家元、流派、指導者又は講師を類推させる字句を使用していない。 

☑ 営利を目的としていない。 

☑ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目

的としていない。 

☑ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的として

いない。 

☑ 公の秩序又は善良な風俗を乱すことはしない。 

 

３ その他 

・ 登録申請書は１月末までに提出してください。提出が遅れた場合、通年での予

約ができないことがあります。 

・ 添付書類が揃っていない申請や、上のチェック項目に漏れがある申請は受理で

きません。必ず全て揃えてから申請してください。 
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令和８年度 自主講座団体事業実績報告書 

令和 ９年 ３月１７日   

（宛先）岡崎市長 

団体名 岩津山楽会 

代表者 山下 太郎 

令和８年度の活動が終了したので、下記の通り報告します。 

記 

回 活動日 学習内容 活動場所 出席者数 会員増減 備考 

当初会員数 ５人  

１ 4/1 登山の楽しみ 岩津 ５   

２ 4/15 地形図の読み方① 〃 ５   

３ 5/6 地形図の読み方② 〃 ４   

４ 5/20 山小屋の泊まり方 〃 ５   

５ 6/3 バテない歩き方 〃 ５   

６ 6/17 登山の保険 〃 ４   

７ 7/1 計画の立て方と登山届 〃 ４   

８ 7/15 富士登山について 〃 ５   

９ 8/5 富士登山について 〃 ５   

１０ 8/19 熊との戦い方 〃 ３   

１１ 9/2 山での楽しみ 〃 ６ ＋２ 会員増 

１２ 9/16 困ったときの対処法 〃 ７   

１３ 10/7 日本百名山（北ア） 〃 ７   

１４ 10/21 日本百名山（中・南ア） 〃 ７   

１５ 11/4 日本百名山（その他の山) 〃 ７   

１６ 11/18 天気図の見方① 〃 ６   

１７ 12/2 天気図の見方② 〃 ７   

１８ 12/16 冬山について 〃 ５   

１９ 1/6 世界の山々 〃 ７   

２０ 1/20 愛知県の山 〃 ６ －１ 会員減 

２１ 2/3 総復習① 〃 ６   

２２ 2/17 総復習② 〃 ６   

２３ 3/3 総復習③ 〃 ６   

２４ 3/17 まとめ 〃 ５   

最終会員数 ６人  

累計出席者数 133 人   

 欄が足りないときは２枚目や別紙を作成 

（例） 
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自主講座団体登録変更届 

 

令和 ８年 ５月 ５日   

 

（宛先）岡崎市長 

 

代表者 住 所 〒 ４４４－００００ 

   岡崎市康生町１－２           

氏 名   山下 次郎               

電 話   ０８０－１２３４－５６７８       

下記のとおり登録内容に変更がありました。 

記 

１ 変更内容 

※変更がある場合のみ該当項目の□に✓を打ち、「変更後」欄に記入してください。 

変更 項目 変更前 変更後 

 登録番号（必須） 岩津自主第 ３ 号 

□ 団体名（必須） 岩津山楽会  

□ 会則   

□ 利用日時   

□ 延長時間利用   

□ 利用場所   

□ 放送設備の利用   

□ 電源の利用   

☑ 

代表者氏名 山下 太郎 山下 次郎 

代表者住所 岡崎市康生町 1-1 キャッスル岡崎 101 岡崎市康生町 1-2 

代表者連絡先 0564-23-3100 080-1234-5678 

□ 連絡先公表可否   

□ 講師名   

□ その他  

 

団体名は変更が無くても記入してください 

講師が変わる場合はその他欄に略歴を記入してください 

（例） 
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自主講座団体登録取消申請書 

 

令和 ８年 ８月１１日   

 

（宛先）岡崎市長 

 

代表者 住 所 〒 ４４４－００００ 

   岡崎市康生町１－１           

氏 名   山下 太郎               

電 話   ０５６４－２３－３１００        

 

下記のとおり自主講座団体の登録を取り消してください。 

 

記 

 

登録番号 岩津自主第 ３ 号 

団体名 岩津山楽会 

理由 登山の方向性の違いのため 

 

（例） 
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